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農業委員会だより

上水流　政俊 委員
（出身：長谷地区）

担当地区：長谷

令和３年 12月 1日に２名の農業委員が新しく任命されました。

新任農業委員紹介

萩原とよ子 委員
（出身：鶴丸地区）
担当地区：下川西

　
7
月
～
9
月
に
か
け
て
、農
業
委
員
・

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
全
員
で
町

内
全
農
地
を
対
象
に
、農
地
利
用
状
況
調

査
を
実
施
し
ま
し
た
。農
地
の
利
用
状
況

を
見
て
、活
用
さ
れ
て
い
る
農
地
と
そ
れ

以
外
の
荒
廃
農
地
や
遊
休
農
地
等
を
区

分
し
判
定
を
す
る
も
の
で
、調
査
前
に
は

区
分
の
基
準
を
統
一
す
る
た
め
に
現
地

で
研
修
も
行
い
ま
し
た
。

　
こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、遊
休
農
地

や
耕
作
者
不
在
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
農

地
の
所
有
者
等
に
対
し
て
①
自
ら
耕
作

す
る
か
②
農
地
中
間
管
理
事
業
を
利
用

す
る
か
③
誰
か
に
貸
し
付
け
る
か
等
の

意
向
を
調
査
行
い
ま
す
。自
ら
耕
作
す
る

意
思
を
示
し
た
後
、耕
作
せ
ず
放
置
し
、

借
り
手
も
い
る
の
に
遊
休
農
地
の
ま
ま

に
し
て
い
た
場
合
は
、課
税
で
の
軽
減
が

適
用
さ
れ
ず
、結
果
的
に
課
税
額
が
上
昇

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。適
正
な
農
地
の

活
用
が
で
き
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

農
地
利
用
意
向
調
査
の
実
施

区
分
判
定
の
現
地
研
修
写
真
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無
断
転
用
は
止
め
ま
し
ょ
う
！

農
地
の
適
正
利
用
と
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
（
山
林
・
宅
地
な
ど
）
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、

　
原
則
と
し
て
県
知
事
の
「
転
用
許
可
」
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

　
農
地
を
保
護
し
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
一
定
の
ル
ー
ル
で
運
用
す
る
こ
と
が

　
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
、
無
届
で
こ
れ
ら
の
行
為
を
さ
れ
た
場
合
、
地
目
の

　
変
更
ど
こ
ろ
か
売
買
等
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
登
記
も
出
来
な
い
た
め
注
意
が

　
必
要
で
す
。

○
す
で
に
転
用
行
為
を
さ
れ
て
い
る
場
合
は

　
親
か
ら
相
続
し
た
農
地
が
す
で
に
山
林
や
倉
庫
と
な
っ
て
い
る
場
合
や
、
宅
地

　
の
一
部
が
農
地
に
食
い
込
ん
で
い
る
場
合
な
ど
は
、
始
末
書
等
を
添
付
し
、
追

　
認
で
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　
固
定
資
産
台
帳
や
農
地
台
帳
な
ど
で
一
度
確
認
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
○
農
地
法
に
は
重
い
罰
則
規
定
が
あ
り
ま
す

　
許
可
を
受
け
ず
に
無
断
で
農
地
を
転
用
し
た
場
合
や
、
許
可
申
請
書
に
添
付
し

　
た
事
業
計
画
ど
お
り
に
転
用
事
業
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
農
地
法
違
反

　
と
な
り
、
そ
の
場
合
、
県
知
事
は
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
等
の
命
令
を
行

　
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
違
反
転
用
し
た
者
が
そ

　
の
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
本
人
が
拒
絶
し
た
場
合
な
ど
は
、　

　
国
税
滞
納
処
分
の
例
に
よ
り
徴
収
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
（
農
地
法
第
５
１
条
）。

　
ま
た
、
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
可
を
受
け
ず
に
転

　
用
し
た
場
合
や
、
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
市
町
村
の
長
の
原
状
回
復
命
令
に

　
違
反
し
た
場
合
に
は
、
個
人
は
３
年
以
下
の
懲
役
又
は
３
０
０
万
以
下
の
罰
金
、

　
法
人
は
１
億
円
以
下
の
罰
金
と
い
う
罰
則
の
適
用
も
あ
り
ま
す
。（
農
地
法
第 

　
６
４
条
、　
第
６
７
条
）。　

○
耕
作
放
棄
地
は
、
雑
草
の
繁
茂
や
病
害

虫
の
発
生
源
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ゴ
ミ
の

不
法
投
棄
や
火
災
の
要
因
に
な
る
な
ど
、

周
囲
へ
悪
影
響
を
及
び
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。
農
地
が
遊
休
化
し
た
場
合
で
も
、

適
宜
草
刈
り
を
行
う
な
ど
農
地
の
適
正

利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

○
農
業
委
員
会
で
は
、
耕
作
放
棄
地
の
実

態
把
握
と
発
生
防
止
、
無
断
転
用
防
止

の
目
的
で
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施
の

際
に
は
、
農
地
へ
立
ち
入
る
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、
土
地
の
所
有
者
の
方
に

は
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

雑草が繁茂する農地周囲から竹が入り込んだ農地
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総会の傍聴ができます
総会の会場は，栗野中央公民館大ホールです。

令和３年４月からの
農業委員会総会における議案の審議概要

第１０回農業委員会総会　　令和３年４月２６日（月）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　貸借・・・６８件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転…１件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　５件・・・許可
農地法第４条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　４件・・・県に進達を許可
農業振興地域整備計画の一部変更の意見　　　　　　　　　　　　　　１件・・・除外適当の意見
農地転用事業計画変更申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
非農地証明願の申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・非農地決定
農地利用状況調査に係る非農地の審議　　　　　　　　　　　　　　　２６０筆（田５８筆畑２０２筆）・・・非農地決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６件

第１１回農業委員会総会　　令和３年５月２５日（火）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　　貸借 ･･･ ２２件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・５件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　５件・・・許可
農地法第４条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　   ２件・・・県に進達を許可
農業振興地域整備計画の一部変更の意見　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・除外適当の意見
非農地証明願の申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・非農地決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２件

第１２回農業委員会総会　　令和３年６月２５日（金）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　　貸借・・・２３件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・２件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件・・・許可
農地法第４条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
空き家・空き地に付属する農地の下限面積指定申請　　　　　　　　　　　１件・・・下限面積決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１件
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第１３回農業委員会総会　　令和３年７月２６日（月）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　　貸借・・・８件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・１件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・県に進達を許可
農業振興地域整備計画の一部変更の意見　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・除外適当の意見
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件

第１４回農業委員会総会　　令和３年８月２５日（水）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　貸借・・・１９件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・３件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
農業振興地域整備計画の一部変更の意見　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・除外適当の意見
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９件

第１５回農業委員会総会　　令和３年９月２７日（月）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　貸借・・・１３件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・３件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　６件・・・許可
農地法第４条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　３件・・・県に進達を許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
農業振興地域整備計画の一部変更の意見　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・用途区分変更適当の意見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４件・・・除外適当の意見
非農地証明願の申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・非農地決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８件

第１６回農業委員会総会　　令和３年１０月２６日（火）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　貸借・・・４件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　３件・・・許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　１件・・・県に進達を許可
非農地証明願の申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件・・・非農地判定
空き家・空き地に付属する農地の下限面積指定申請　　　　　　　　　　１件・・・下限面積決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８件

第１７回農業委員会総会　　令和３年１１月２５日（木）

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の審議　　　　　　　貸借・・・７件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所有権移転・・・１件
農地法第３条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　４件・・・許可
農地法第５条の規定による申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　３件・・・県に進達を許可
非農地証明願の申請審議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２件・・・非農地決定
農地利用状況調査に係る非農地の審議　　　　　　　　　　　　　　　　１４筆（全て田）・・・非農地決定
現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０件



6

農業委員会だより

令和４年１月から
３５歳未満の方は、月額１万円から加入できる！

３５歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、１万円から（上限６万７千円）でも通常加入できるように
なります。（保険料の納付下限額が２万円から１万円に引き下げられます。）

次の①～⑤のいずれにも該当しない方
①　認定農業者かつ青色申告者
②　認定就業者かつ青色申告者
③　①又は②の者と家族経営協定を締結し経営に
　　参画している配偶者又は直系卑属
④　認定農業者又は青色申告者
⑤　①又は②以外の農業を営む者の直系卑属で、　
　　その農業に常時従事する後継者

【35歳未満の方の通常加入の保険料】
（千円単位で選択できます）

～農業者年金制度が改正されます～～農業者年金制度が改正されます～

【保険料引き下げ（保険料１万円以上）の対象者】

改正後の保険料

これまでの保険料

１万円 ２万円 ６万円７千円

令和４年４月から
年金の受給開始時期を、ご自身で選択できる！（昭和３２年４月２日以降に生まれた方が対象）
年金の受給要件を満たした方は、年金の受給開始時期を、ご自身で選択することができます。

【農業者老齢年金】
・６５歳以上であること
【特例付加年金】
・６０歳に達した日の前日において
　２０年以上の保険料納付済期間等を有してい
　ること（経営継承を完了していること）
・６５歳以上であること

【年金の受給開始時期】
・農業者老齢年金：６５歳～７５歳
・特例付加年金：６５歳以上（年齢上限なし）

農業者老齢年金

75 歳　年齢制限なし65 歳60歳

【年金の受給要件】

これまでどおり、
60 歳以上 65 歳未
満の間で、繰り上げ
受給も選択すること
ができます 特例付加年金

令和４年５月から
加入可能年齢が、６０歳から６５歳に引き上げ！

現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事（年間６０日以上）する方で、２０歳以上６０歳未満の国民年金第１号被保
険者ですが、６０歳以上６５歳未満で国民年金に任意加入している方も農業者年金に加入できるようになります。

国民年金の保険料納付済期間が４８０月（４０
年）に満たない６０歳以上６５歳未満の方で、
年金額の充実を目的として、国民年金に任意で
加入している方をいいます。

　　　【農業者年金の加入要件】
農業に従事（年間６０日以上）する方で

国民年金任意加入

65 歳60 歳20歳

【国民年金の任意加入者とは】

国民年金第１号被保険者
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農業者年金のよくある質問

加入する場合、どこに申し込めば
いいですか？

加入の申し込みは、お近くの JA
の農業者年金の担当窓口で受け付
けています。申し込みの際には、
保険料の振替口座番号と国民年金
の基礎年金番号が必要となります。

保険料の支払い方法は？

加入の申し込み手続きが完了しま
すと、被保険者証がご自宅に届き
ます。届いた月以降、申込みのと
きに指定された口座から毎月２３
日（休日の場合は翌営業日）に自
動振替となります。
保険料のお支払いは、毎月納付す
る方法と、翌年１年分の保険料を
前納する方法があります。前納す
る場合の申込みは１１月１５日ま
でで、１２月２３日に口座振替さ
れます。

保険料の額を変更するには？

保険料の額を変更したいときは、
JA の窓口で変更手続きができま
す。（ただし、保険料の国庫補助を
受けているときは自由に変更でき
ません。）

脱退は自由にできるとのことですが、脱退し
た場合は保険料はどうなるのですか？

脱退した場合、脱退一時金は支払われません。
それまでに積み立てた保険料は、将来、年金
としてお支払いします。脱退後も積み立てた
保険料の運用状況を毎年６月に基金からお知
らせします。

死亡一時金はありますか？

８０歳前に亡くなった場合は、８０歳
までに受け取れるはずだった農業者老
齢年金額の死亡時の現在価値相当額を
ご遺族（死亡当時に同一生計であった、
配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄
弟姉妹の順位）に死亡一時金としてお
支払いします。
※死亡一時金は、加入期間等により払っ
た額を下回ることがあります。

加入後に会社勤めとなり、厚生年金に
加入した場合はどうなりますか？

農業者年金に加入された後、厚生年金
に加入するなど、以下のいずれかに該
当されたときは、農業者年金の被保険
者資格は喪失します。
①死亡したとき
②国民年金の資格を喪失したとき
③国民年金の第２号被保険者となった
とき

④国民年金の第３号被保険者となった
とき

⑤国民年金の保険料の全額又は一部の
額の納付が免除されたとき

⑥６０歳に到達したとき
⑦農業に従事する者でなくなったとき
なお、資格喪失後もそれまで積立て
た保険料は農業者年金基金が運用し
続け、将来、年金としてお支払いし
ます。

　詳しくは・・・

農業者年金基金

https://www.nounen.go.jp
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農業委員会だより

　昨年 12 月、2 名の農業委員が新しく任命さ
れ、15 名体制になりました。
　今後、農地利用の最適化の推進として、「担
い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・
解消、新規参入の促進」をさらに進めていき、
農地の有効利用に取り組んでいきたいと思い
ます。
　また、これからも各地域の話し合い活動等
にも積極的に参加し、地域に頼られる農業委
員・推進委員・事務局となるよう、より一層
努力してまいりますのでよろしくお願いいた
します。

8

月　　日 月　　日
４月　８日（金） １０月　７日（金）

５月１０日（火） １１月１０日（木）

６月１０日（金） １２月　９日（金）

７月　８日（金） 　１月１０日（火）

８月１０日（水） 　２月１０日（金）

９月　９日（金） 　３月１０日（金）

※農地法等に係る申請書や各種届出については
締切日を設けて受付を行い、当月総会で審議
します。締切期限は厳守とさせていただきま
す。ご理解をよろしくお願いいたします。

編集後記 令和4年度各種申請書等締切日


